
指令第５ ７０号

裁 決 書

五所川原市丿
審査請求人

上記審査蹌求人が平成］二9年士Ｏ月２９日付けで提起した五所川原市福祉事務所
長（以下「処分庁」という。）が同月２２日付けで行った保護申請却下処分に係る
審査請求（以下「本件審査請求」｡という。）について、次のとおり裁決する。

犬　卜主　　　　 文

本件審査請求に係る保護申請却下処分を取り消す。

不服の要旨

本件審査請求の趣旨は、処分庁が、｡゙審査請求人に対して平成１ ９年１０月２２日
付けで桴った生活保護法（昭和〉3ぐβ年法律第１４４号。以下「法」という。）に基
づく保護申請却下処分（以下（本件処分Ｌ という。）を取り消すとの裁決を求める.f　　｡　　　　｡ 1･　 ●
とい うにあり、'そ の瑾 由 とす 右丿万．

(１) 平成朦 瓣々) 翁:り
る。　　　　　　’……

（２）平成曙 絹鏐 丹耨 尹
現在通院加療中で尠る。

次のとおりである√
内視饋切除を受け、現在経過観察中であ

び㎜ 四 との診断を受け

（３）現在まで公共職業安定所（以下「八卩－ワーク」という。）に通い続けてい
るが、年齢及び身体的なこともあり’、仕事､が見つからない。

（４）お金がなく、生活ができ五い。
（５）処分庁から、県外に就職先があるのに就職しなければ保護却下となる旨説明

を受けたが、審査請求人は塵の具合が良くないため。県外で働くのは無理であ
る。　　　　　　　　　∧



処分庁の弁明の要旨

処分庁の弁明の趣旨は、本件審査請求を棄却するというにあり、その理由とずる
ところは、次のとおりである。
（１）審査請求人は、職種が限定されるものの、稼働能力があることが確認されて
いる。

（２）保護申請後の平成１９年１０月１５日から同月１８日まで、処分庁の職員２
名が審査請求人とともにハローワークに同行し、求職活動を実施したところ、
審査請求人は、同年３月５日以降、ハローワークカードを作成していないこと
が判明した。さらに、求職相談員から紹介された仕事にも応募せず、時には八
ローワークの求職相談員や処分庁職員に対して声を荒げることもあり、また、
腰痛を理由に紹介された仕事を断ったり、審査請求人にはない資格を要する求
人票を抽出するなど、求職活動を真面目に捉え、努力しているとは認められな
い状況であった。

（３）県外に就職することについて助言したが、審査請求人はこれを拒否した。
このことから、法第４条第１項に規定する保護の要件としての稼働能力の活用を

欠くものとして、本件処分を行ったものである。

審査請求人の反論の要旨

（１）平成１９年３月５日以降、ハローワークカードを作成していないことについ
て、かローワークカードは実際に就職のあっ･せんを依頼することとなった段階
で作成することとしてお 叺 その後もハローワークで求人票の抽出を行ってい
たが、審査請求人には採用条件が合わないものであ:り、企業との面接を依頼す
るまでには至らなかったことから、ハローワークカードは作成していないもの
である。

（２）ハローワークの職員から紹介された企業の面接を断ったことについては、パ
ソコンができる等の企業の採用条件が審査請求人に合わなかったため断ったも
のである。

（３）ハローワークの求職相談員や処分庁職員に対して声を荒げてはいない。審査
請求人は少し耳が悪いので、声が大きいだけである。

（４）腰痛を理由に紹介された仕事を断ったことについては、主治医からは事務系
の軽い作業は可能であるが、腰に負担のかかる作業は控えるよう言われている
ためである。

（５）紹介された企業の採用条件が審査請求人に合うものであれば、面接すると以
前から言っている。

（６）審査請求人にはない資格を要する求人票を抽出するなどはしていない。
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（７）県外への就職については、年齢的な面や腰の具合が悪いことを考慮し、行く
考えはない旨を述べた。

裁決の理由

１　認定事実
（１）審査請求人は、平成繼 年麟 月塵日に、現在通院中で重労働ができア、八

ローワークにて求職したが、年齢的な面やパソコン・ワープロ等の技術がない
ため、仕事が見づからないとの理由により、保護申請を行った。

（２）処分庁職員は、平成１９年１０月１０日に審査請求人の自宅を訪問し、審査
・請求大の生活状況等を調査した。
（３）処分庁職員は4 平成１９年１０月１１日

医より以下の事項を聴取した。
ア　審査請求人は、

を訪問し、担当

のため、２～３日に１
回通院しており、服薬、注射、リハビリの治療を受けていること。

イ　現在、病状的にはやや回復傾向にあるが、完治することはなく、今後、現
状を維持するための治療を続けていくこと。
ウ　極端に重い物を持つなど、腰に負担がかかる仕事はできないが、椅子に座
って行う事務仕事であれば可能であること。

エ　審査請求人と同様の症状を訴える者も、体調と相談しながら、事務的又は
腰に負担のかからない仕事に就いていること。

（４）処分庁は平成１９年:LO 月１１日にケース診断会議を開催し、審査請求人の
状況が「生活保護法による保護の実施要領について（昭和３８年４月１日社発
第２４６号厚生省社会局長通知）」第９の！の（２）にある自らの稼働能力の
活用を怠り又は忌避していると認められる場合に該当するものであるかどうか
を確認するため、審査請求人の八はーワークでの求職活動に処分庁職員が同行
することとした。

（５）審査請求人は、処分庁職員２名に付き添われ、平成１９年10^15 日に八
ローワークを訪問し、求職活動を行った。
’その際に、審査請求人は同年３月５日を最後にハローワークカードを作成し
ていないことが判明したため、再度、ハローワークカードを作成した。
ハローワークから近隣にある３企業の事務職を紹介され、面接を受けるかど
うかについて、審査請求人が翌日までに決めることとなった。

（６）審査請求人は、処分庁職員２名に付き添われ、平成:L9 年１０月１６日に八
ローワークを訪問し、求職活動を行った○　:’　　　　｡
審査請求人は、同月１５日に紹介された３企業について、パソコンの操作が

できないことを理由に面接を断った。
ハローワークから近隣の工事現場の交通整理員の職を紹介され、面接を受け

るかどうかについて、審査請求人が翌日までに決めることとなった。



（７）審査請求人は、処分庁職員２名に付き添われ、平成１９年１０月１７日に八
ローワークを訪問し、求職活動を行った。
審査請求人は、前日紹介された交通整理員の職について、腰痛が懸念されることを理由に面接を断った。
ハローワークからは、審査請求人の現在の状況では、これ以外の近隣での就

職は難しいとの助言を受けた。
審査請求人は、処分庁職員から県外での就職も考慮するよう指導を受け、翌

日も求職活動を行うこととした。
（８）審査請求人は、処分庁職員２名に付き添われ、平成１９年１０月１８日に八

ローワークを訪問し、求職活動を行った。
審査請求人は腰に負担のかからないような職種の県外の求人票を抽出し、求

職相談員との相談に臨んだが、県外
やヽの就職を拒否し、相談は終了となった。

（９）処分庁は、平成１９年１０月１８日にヶ－ス診断会議を開催し、同月１５日
から同月１８日までの求職活動の状況から、審査蹌求人は就職の機会があるに
もかかわらず、自らの稼働能力を活用していないと判断した。

（１０）処分庁は、平成１９年１０月２２日に本件処分を決定し、本件処分の決定
誦知書を審査請求人に手渡した。

２　判断
（ １）法第４条第１項の規定によれば、「保護は･、･･生活に困窮する者が宍その利用14 日ｙか十　亠乙。●　Ｗ　　”｀　’

． ．一､--　、ﾄｰ1 ･V 丶　丶､.Vノ憫ﾉ‾口し得 石資 産、 能 力 そ の 他あ ら ゆるものを、その最 低限度 の生活 の維持のために活用するこ とを要件として行 われる」ものとされている．これ は、い わゆる保護 の補足性、す なわち、保護 は、 自らの力 で最低生活を維持す ることができな
い場合に行われるべきであることを定めたものである

（２）これを審査請求人の稼働能力及びその活用についてみると、審査請求人は、
前記１の（３）のウ及びエのとおり、本件保護申請時点では、一定の稼働能力
を有していたと判断されるものである．

（３）しかし、前記ｌの（５）から（７）までのとおり、審査請求人は、処分庁職昌しし凵、..t一　　丶-4　　丶　　・　I- -.､●･`- ｗ　 ・　 が･響〃~ --r4 ●J '-J'員 と と も に
ハ ロ ー ワ ー ク で 求 職 活 動 を 行

い
、

稼 働 能 力 の 活 用 に．．＿､_ ．－、 －　 ．・　ｙ ヽ､・､９ 緬啝･ど汀い、掫働詛力の活用に努めたものの、
審査請求人がパソコンの操作ができないことや病気により腰に負担がかかる仕事ができないため、近隣における企業の面接を断らざるを得なかったものであ
プ’　～-1‘ 丶.丶　　丶rﾐ･●11夕、･--　　　　・ －|-　W ｀-･　－ ●丶･り'/ 丶 μる 。 こ れ は 、 近 隣 に お い て 審 査 請 求 人 の 稼 働 能 力 の 範 囲 内 の 纖 が 見 つ か ら な 力
＿､み_､ｌ　｡､ヽ ､一､1-　1-　　-　　- ゛"' －　　･●　'w　〃w ミ､~ ヽjウりN1-』／､J |; £｣Ｊｒこjｖノ刈明μ4 夕i!にｰﾉμａり/ £ 刀2'
つ
た も の で あ り 、 そ の 稼 働 能 力 を 活 用 す る 機 会 が な か っ た と 判 断 さ れ る も の で

あ る 。

( ４) ま た 、 処 分 庁 は 、 審 査 請 求 人 が 処 分 庁 が 指 導 す る 県 外 で の 就 労 を 拒 否 し
、 自、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　""' ゛ ‘`- /(>/  I　` ' 夕4j夕ｕノＪ･（Lli=こに1しで、 日ら の 稼 働､ 能 力 を 活 用 し よ う と せ ず 、 法 第 ４ 条 １ 項 に 規 定 す る 保 護 の 要 件 と し て

の 稼 働 能 力 の 活 用 を 欠 く も の で あ る と 主 張 す る が 、 審 査 請 求 人 が 保 護 申 請 時 点
に お い て 鞫 蜃 で あ り

ヽ
県 外 で の 就 労

゜生 活 に 柔 軟 に 対 応Te き る 年 齢 と は 言 い

-７‘； ／７-丶-l-ｂ 炮 ふ よr'りｰ^ヽ ゛　　｀‾　`　こで の就 労を 拒否 し たこ とを も っ て 、審査請求人が自らの稼働能力 の活用 を怠 り
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又は忌避しているとまでは認められないものである。
（５）これらのことから、審査請求人は、ある程度の稼働能力はあるものの、自ら
の稼働能力の範囲内の就労の機会がない等自らの力で最低限度の生活を維持す
ることができないと判断されるものであり、法第４条第１項の保護の要件に欠
けるとした処分庁の判断は違法である･と言わざるを得ない。‥　二‥　 犬

（６）以上のとおり、本件処分は違法であるから、本件審査請求には理由がある。
よって、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０条第３項の規定
により、主文のとおり裁決する。

平成2 0. 年 ３月:L9 日
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